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携帯電話・スマートフォンの使用について指導徹底のお願い 

 

 初夏の候、保護者の皆様にはご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より本校の教育活動にご支援・ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、児童・生徒の携帯電話やスマートフォンの使用につきましては、小・中学校でも多

くの問題が起きている実態から、新郷地区の小・中学校６校で毎年、「携帯電話やスマートフ

ォンに関する取り決め」を配付いたしております。 

しかしながら、各校のアンケート調査では、この新郷地区の「携帯電話やスマートフォン

に関する取り決め」が周知・徹底されていないという実態があります。 

つきましては、再度取り決めた内容をご確認いただき児童・生徒の健全育成を図りたいと

考えております。趣旨をご理解の上、あらためて使用に関して、下記事項を中心に各家庭で

お子様に指導・徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

１ 趣  旨 

○夜間の使用に伴う睡眠時間の不足、依存症等を防ぐ。（健康面） 

○長時間の使用をやめ学習時間を確保する。（学力面） 

○LINE等による友人関係悪化やネットによる事故を防ぐ。（事故防止・安全面） 

２ 新郷地区小・中学校の共通取り決め事項 

 ○小中共通 

 （１）他人を傷つける言葉を使わない。 

 （２）他人の個人情報は絶対書き込まない。  

○小学生 

（１）フィルタリングをかける。 

 （２）午後９時以降は使用を禁止する。 

 （３）就寝時など使用しない時間は保護者が預かり管理する。 

○中学生 

（１）各家庭で利用時間を決める。（基準：午後１０時以降は使用を禁止する。） 

（２）保護者が指導できる状況の下に使用されること。 

（例：使用はリビングだけ。１０時になったら電源を切るなど。各家庭で決める。） 

※ 上記に関しては、必ず実施してください。 

※ 小・中ともに、習い事等による夜間使用などは別にルールを決めてください。 


